
発注案件名

契約金額

見積書徴収状況

随意契約理由書

本工事は緊急を要するものであり、競争入札に付することが適当ではないため

　会計法第２９条の３第４項及び予算決算会計令第１０２条の４第１項第３号

セントラルエンジニアリング株式会社　（東京都墨田区業平３－２－２）

飯田橋合同庁舎屋上に設置されたチラーユニット内の圧縮機２台のうち１台が故障
し、稼働していない状況となっており、現状のままでは通常の半分以下の稼働力しか
なく、十分な冷房能力の確保ができないことから、圧縮機の更新工事の必要が生じた
ため

要求部署名 総務部
飯田橋合同庁舎　屋上におけるチラーユ
ニット内圧縮機更新工事

その他
特記事項

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

契約業者名
及び住所

随意契約
の理由

根拠法令

予定価格及び
積算内訳

予定価格 ¥2,468,016

１者（業者指定）

発注（契約）
内　　容

飯田橋合同庁舎　屋上におけるチラーユニット（８・９階系統）内圧縮機更新工事

平成27年5月22日¥2,468,016 契約年月日


